
告 示

�愛媛県告示第３４８号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年７月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３４９号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年５月愛媛県

告示第１０１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年７月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 保安林の指定施業要件を変更する旨の通知…………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…２７０
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○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…２７３
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訓 令

○ 愛媛県青少年対策本部規程の一部を改正する訓令…………………………………………………………………………………………………（県民生活課）…２７４

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字下縫山甲
２６４番地６
青 木 澄 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷甲
６７８番地
青 木 初 治

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川乙
９５０番地
犬 飼 誠 市

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川下
６０７番地
犬 飼 鶴 政

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
６３５番地
犬 飼 �太郎

森林所有者

毎週（火・金）曜日発行 第２３号 令和元年７月２３日

令和元年７月２３日火曜日 第２３号
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北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川９１
番戸
犬 飼 友 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川８８
番戸
犬 飼 直 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市南斉院町１３６２番地

犬 飼 増 夫
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大阪府東大阪市西堤楠町三丁
目８６番地１
犬 飼 �

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市京町１番３８号

入 本 勝 生
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字上大野１９
２番地
上 田 吉 春

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大洲市東大洲６４番地２

梅 本 治
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市三浦西１６８９番地

奥 島 家 和
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川１５
８番戸
奥 藤 ウメコ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１７６７番地１
奥 藤 勝 義

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１７８１番地
奥 藤 淳 一

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１７９９番地
奥 藤 信 利

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１８３６番地
奥 藤 増 美

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１７９９番地
奥 藤 ミサヲ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

西宇和郡三瓶町大字朝立１番
耕地３３７番地１１
奥 藤 光 明

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１７９２番地
奥 藤 隣 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１６８３番地
音 地 明 正

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川乙
１０６６番地
音 地 熊 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川下
５２４番地
音 地 高 義

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川乙
１１１７番地
音 地 � 義

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川下
８２９番地
音 地 徳 幸

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川下
５７４番地
音 地 直 由

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川下
８７７番地
音 地 頼 夫

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

愛知縣海部郡甚目寺町大字西
今宿字梶村ニ５６番地１
加 藤 トシヱ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市和霊町１０１番地

金 井 儀十郎
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２９番地１
川 添 安 光

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡成妙村大字戸雁７４０
番地４
楠 原 哲 夫

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡成妙村大字戸雁７４０
番地４
楠 原 フヂヱ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字延野 ２々１
１番地
� 本 正 志

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
１５６８番地
熊 田 福太郎

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

愛知県岡崎市大平町字下り４５
番地葵商店社宅Ｒ
河 野 純 平

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡松野町大字松丸甲１３
４番地１
崎 本 定 静

森林所有者・抵
当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

高知縣幡多郡十川村大字烏３５
６番地
芝 ハルノ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東宇和郡野村町大字中通川８
番耕地２９番地
柴 田 キクコ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東予市北条４２９番地７

城 戸 いつみ
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
７８０番地
白 江 重 雄

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市藤原町６６６番地６

白 江 ノブエ
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大洲市西大洲甲１３０６番地１

鈴 木 幸 恵
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川上
９４３番地
節 安 亀 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
１０７４番地
節 安 進

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市山西町５８９番地７

節 安 哲 夫
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川上
９４３番地
節 安 利

森林所有者

宇和郡鬼北町（次の図に
示す部分に限る。）

北宇和郡広見町大字成藤１７７
番地
竹 内 キヌヱ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

茨城県つくば市吾妻２丁目１
番地２－７０２棟２０１号
田 中 啓 介

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷甲
１９７番地
田 中 太 郎

抵当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市朝日町二丁目３番１３
号
寺 岡 吉 文

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川乙
５５０番地
中 平 竹 治

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市山越五丁目２番５号

那 須 友 和
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市柿原１５７５番地

新 谷 直 人
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
９１６番地
藤 中 武 男

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
１７１９番地
藤 中 兼 松

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
３３８番地１
藤 田 忠 義

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市柳井町三丁目１番地５

藤 田 賢 次
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
３３６番地
船 本 寿 恵

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字下鍵山甲
２７９番地１
保証責任日吉信用購買販売利
用組合

抵当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
４３２番地
道 下 盛 多

地上権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

京都府長岡京市今里深田７番
地１
宮 成 功

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
４５６番地
宮 成 作 子

森林所有者

愛 媛 県 報令和元年７月２３日 第２３号

２７１
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５０号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年５月愛媛県

告示第１０１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年７月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第３５１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

令和元年７月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字父野川甲
５５１番地
宗 ス ヱ

抵当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市桑原二丁目１１番５号

村 谷 淳 志
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

熊本縣下益城郡隈庄町大字隈
庄６８７番地
森 田 淑 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大洲市徳森２３２１番地１２６

山 内 寿 章
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市寄松甲３１３番地１

山 崎 繁 昌
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字上鍵山甲
１６８６番地
山 本 常 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
３３５番地
山 本 柳 吾

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷９１
番戸
吉 川 清 治

抵当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字下鍵山甲
２６５番地５
渡 邊 愛 治

抵当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字日向谷８１
番戸
渡 辺 菊 松

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷甲
４５９番地
渡 辺 清 寿

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷甲
４５９番地
渡 辺 清 壽

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷甲
３８０番地
渡 邊 隆

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷５６
６番地
渡 邊 隆

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷９０
番戸
渡 辺 柳 治

抵当権

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡鬼北町大字日向谷９３
番戸
渡 辺 義 光

抵当権

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川下
８２９番地
音 地 徳 幸

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字上鍵山６８
３番地
中 川 貞 雄

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東京都大田区矢口一丁目２０番
６号
日 高 富士夫

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字上鍵山８４
番戸
柳 本 マ ツ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字上大野甲
４０１番地１
山 本 始

森林所有者

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

停止を命じた
営 業 の 範 囲

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－２９）
第１７０６２号

平成２９年
８月２８日

株式会社
晃建

上甲 晃� 西予市宇和町岡山
１１７３番地

令和元年
７月１０日

建設業の営業の
全部

令和元年７月２５
日から２７日まで
（３日間）

株式会社晃建及び同社の従業
員は、西予市内の同社廃材置き
場において、平成３０年１２月２６日、
同社従業員が法定の除外事由が
ないのに廃棄物である木くず等
を焼却したことに関し、３１年３
月２８日、廃棄物の処理及び清掃

愛 媛 県 報令和元年７月２３日 第２３号

２７２
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�愛媛県告示第３５２号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

令和元年７月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

只越

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１９号までを順次

結んだ線及び標柱１９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

八尾

次に掲げる座標の土地に存する標柱１号から標柱１９号までを順次

結んだ線、標柱１９号と標柱２０号を市道八尾１号線西側官民境界線で

結んだ線、標柱２０号から標柱２８号までを順次結んだ線及び標柱２８号

と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

保子野Ａ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱２９号までを順次

結んだ線及び標柱２９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

保子野Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１７号までを順次

結んだ線及び標柱１７号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

に関する法律違反の罪で宇和島
区検察庁から起訴され、４月５
日、宇和島簡易裁判所からそれ
ぞれ罰金の略式命令を受け、そ
の刑が確定している。

市 町 字 地 番 標 柱

大洲市 阿蔵 タダコエ 乙３２１番１ １号、２号、３号、４号、５
号、６号、７号、８号

乙３２３番１ ９号、１０号、１１号、１２号

乙３６１番２ １３号、１４号

サワタニ 甲１８７９番１ １５号

甲１８７８番２ １６号

甲１８８３番１６ １７号

甲１８９０番１６ １８号

甲１８９０番８ １９号

座 標 標 柱

基準点とする大洲市柚木９４２番地内電子基準点 大洲から２５３
度１１分５４秒２，９９１．０１３メートルの地点 １号

標柱１号から１８度０９分５９秒１２．２８４メートルの地点 ２号

標柱２号から１８度０９分５９秒３４．９３８メートルの地点 ３号

標柱３号から９５度３５分５８秒２１．６６５メートルの地点 ４号

標柱４号から５３度５０分４８秒７８．０６１メートルの地点 ５号

標柱５号から３４７度４３分１５秒１８．７６１メートルの地点 ６号

標柱６号から２５３度５２分２６秒７０．３６２メートルの地点 ７号

標柱７号から３２２度２３分５７秒４１．３８９メートルの地点 ８号

標柱８号から３０度０３分１７秒１６２．０４９メートルの地点 ９号

標柱９号から７０度４２分１８秒１１１．２５７メートルの地点 １０号

標柱１０号から４７度１４分３６秒１６．７４７メートルの地点 １１号

標柱１１号から３０２度０６分０５秒３６．６７２メートルの地点 １２号

標柱１２号から５度０８分１１秒１９．５７０メートルの地点 １３号

標柱１３号から２７３度１６分０８秒２０．１５０メートルの地点 １４号

標柱１４号から０度２７分１３秒１７．５５５メートルの地点 １５号

標柱１５号から２９２度２６分５５秒３２．０７２メートルの地点 １６号

標柱１６号から２２度０６分３４秒３２．７２０メートルの地点 １７号

標柱１７号から２２度０６分３６秒２４．９１８メートルの地点 １８号

標柱１８号から１１６度５８分３９秒２１．７４０メートルの地点 １９号

標柱１９号から１４９度５１分００秒１０８．６１４メートルの地点 ２０号

標柱２０号から２１９度１４分２９秒１９．９７２メートルの地点 ２１号

標柱２１号から１６９度５２分５２秒５２．５７０メートルの地点 ２２号

標柱２２号から２１５度４１分２９秒３０．７１９メートルの地点 ２３号

標柱２３号から２５０度４０分３４秒５６．３４５メートルの地点 ２４号

標柱２４号から２３０度５９分０３秒４０．２０１メートルの地点 ２５号

標柱２５号から１３２度３５分５３秒４１．０３１メートルの地点 ２６号

標柱２６号から１７４度１８分２７秒１０５．４０５メートルの地点 ２７号

標柱２７号から２１８度０８分１４秒１１６．６２１メートルの地点 ２８号

市 町 地 番 標 柱

大洲市 平野町平地 ３４０３番４ １号

３４０７番１ ２号

乙１３９１番１ ３号

乙１３９３番１ ４号

乙１３９４番２ ５号、６号

３３４７番１ ７号

３３８７番１ ８号

３２９２番１ ９号、１０号

乙２２３番３ １１号

３３８３番１ １２号、１３号

３３８０番１ １４号

３３８４番１ １５号

乙２２５番１ １６号、１７号

乙２２６番１ １８号、１９号、２０号、２１号、２２
号、２３号

３３７６番 ２４号

３３６８番 ２５号、２６号

３３５１番 ２７号

３３４５番１ ２８号

３４０２番１ ２９号

市 町 地 番 標 柱

大洲市 平野町平地 ３６１４番３ １号

３６３４番１ ２号

３６３８番１ ３号

３６７０番 ４号

３６７１番１ ５号

３６７２番２ ６号

３６６０番 ７号

３７１３番 ８号

６１９０番 ９号

愛 媛 県 報令和元年７月２３日 第２３号

２７３



訓 令
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�愛媛県告示第３５３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和元年７月２３日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国中央市

四国中央市三島宮川４丁目６番５５号

市長 篠原 実

２ 事業場の名称及び所在地

四国中央市水道局中田井浄水場

四国中央市中曽根町２５番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第６４

号の２号イ、第６４の２号ロ、第７１の４号イ

４ 変更しようとする事項の内容

排水の系統の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口（工場排水）
変更なし

備考 この他に、雨水排水口が６箇所（今回３箇所新設する。）ある。

�������
�愛媛県告示第３５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市下島山土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

令和元年７月２３日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

退 任

�愛媛県訓令第８号
庁 中 一 般

各地方機関

愛媛県青少年対策本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年７月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県青少年対策本部規程の一部を改正する訓令

愛媛県青少年対策本部規程（昭和５４年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

３７１９番 １０号、１１号

３７２２番 １２号

３７３６番 １３号

３７４１番 １４号

３６５９番 １５号

３６６０番 １６号

３６３４番１ １７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 浅 木 雄 次 西条市船屋甲３６０

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ スポーツ・文化部長

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

令和元年７月２３日 発行

愛 媛 県 報令和元年７月２３日 第２３号

２７４


